
簡易専用水道の衛生管理 
 

 

 飲み水に起因する事故を防止し､いつでも「きれいで安全な水」を供給するため、水道法

では容量の比較的大きい受水槽をもつビル､マンションなどの水道を『簡易専用水道』と呼

び、衛生的に管理することを設置者（所有者）に義務付けています。（水道法第３４条の

２、同法施行規則５５条及び５６条） 

 このリーフレットを参考にして適正な管理を実施しましょう。 

 

 

簡易専用水道とは 
 東京都水道局の水道から供給される水だけを水源として､その水をいったん受水槽にた

めてから給水する水道のうち、受水槽の有効容量の合計が１０ｍ３を超えるもの（配管系統

が同一となる受水槽が複数ある場合はその合計）を簡易専用水道といいます。 

 ただし、工場などに設置しているもので、まったく飲み水として使用しない場合は、水

槽の容量が１０ｍ３を超えても簡易専用水道に該当しません。 

  

◎受水槽とは 

  飲用水をためるタンクで給水管（水道管）からの水道水が、最初に入るのが受水槽です。受水槽

は、昭和 50 年の建設省告示で、周囲と上下が容易に点検・管理できるもの（床置型受水槽）を設

置することが決められています。 

  また、一度受水槽に入った水を屋上の水槽に上げて使用する場合、高置水槽といいます。 

 

◎有効容量とは 

受水槽において適正に利用可能な飲用水の容量をいい、タンク内の最高水位と最低水位との間に

貯留される容量をいいます。 

（ただし、高置水槽の容量はここでいう有効容量に含みません） 

 

 

 

高置水槽 
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受水槽の構造 
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簡易専用水道の設置者が行うこと 
 

1 保健所への届出（大田区水道法施行規則第 8 条） 

 

 次の場合、保健所へ届出を行ってください。 

○簡易専用水道の給水を開始したとき 

○簡易専用水道を変更または廃止したとき 

（いずれも東京都水道局へ届出を行った場合は不要です。） 

 

2 衛生的な管理（水道法第 34 条の２第 1 項 水道法施行規則第５５条） 

 

（1）貯水槽の清掃 

受水槽、高置水槽の清掃は毎年１回以上定期的に行ってください。 

※ 水槽の清掃を行った場合は、清掃作業報告書を清掃業者に提出させ、保管しておく

ようにしましょう。 

 

（2）施設の点検等 

水槽の点検を行う等、有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要

な措置を講じなければいけません。 

※ 大田区では、必要な措置として次のような管理をするよう指導しています。 

 

① 施設の点検・整備 

事   項 回 数 点 検 内 容 

水槽の点検 月 1 回 ①水槽にひび割れがないか。 

②汚水等に汚染されていないか。 

③水槽内に異物の混入はないか。 

その他衛生的管理 月 1 回 ①通気管、オーバーフロー管の防虫網は完全か。 

②受水槽周囲の整理整とんは完全か。 

③マンホールは密閉でき、施錠は完全か。 

水の状態 毎日 1 回 末端給水栓（蛇口）で水の色・濁り・臭い・味

などに注意する。 

残留塩素濃度測定 毎週 1 回 末端給水栓において０．１ mg/ℓ 以上あるかを

測定する。 

水道法水質基準に

ついての水質検査 

年 1 回 検査項目 ： 一般細菌、大腸菌、有機物（全有

機炭素（TOC）の量）、塩化物イオン、ｐ H値、

味、臭気、色度、濁度 

・水槽などの点検で欠陥を発見したときは、速やかに改善してください。 

・毎日の水の状態、水槽の点検及び残留塩素の測定などは、帳簿に記録し保存してお

きましょう。（別紙 1 参照） 

 



② 図面・書類の保管 

 施設の図面は常時保管し、点検記録、水質検査記録等の管理の記録は 5 年保存してく

ださい。 

 

3 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関による検査を受ける義務（水道法

第 34条の２第２項） 

 

 設置者は、毎年１回以上定期に、国土交通大臣及び環境大臣の登録検査機関（別紙 2）

に依頼して衛生的管理についての検査を受けてください。 

 検査機関は、設置場所に出向いて次のような検査を行います。 

① 水槽等の外観検査……水槽の点検や､その周辺の状況についての検査。 

② 給水栓における水質の検査……色､濁り､におい、味の検査と残留塩素の測定。 

③ 書類検査……設備等の関係図面､水槽の清掃の記録、その他管理の記録をチェック。 

 

検査依頼方法 

 登録検査機関のいずれかに、簡易専用水道の検査と伝えて申し込んでください。検査日、

検査内容等の詳細はこの時に説明を受けてください。（大田区にある施設は、検査を行う

区域に大田区が含まれる登録検査機関以外では受検できません。） 

※ 検査手数料等については、検査機関にお問い合わせ下さい｡ 

 

 検査終了後は保健所に報告してください（登録検査機関に報告の代行

を依頼できる場合もあります。） 

なお、この検査を受けない場合、罰則（百万円以下の罰金）が定めら

れています（水道法第 54 条）。 

 

汚染事故が起きたとき 
 水質に異常を認めた時や、給水された水により健康を害するおそれがあるとわかった時

は、次のような措置をとることが義務づけられています。（水道法施行規則第 55 条） 

○水質に異常を認めた時は、水質基準のうち必要な項目について水質検査を行う。 

○給水された水により健康を害する恐れがあるとわかった時は、直ちに給水を停止し関係

者（使用者等）に周知する。 

 

また、水質の異常のほか、事故が発生した場合は速やかに保健所に連絡し、その指示に

従ってください。事故の原因の除去、給水の再開等についても保健所の指示に従ってくだ

さい。 

 

 

お問い合わせ 

 大田区保健所 生活衛生課 環境衛生担当 

〒143-0015 大田区大森西 1-12-1大森地域庁舎 6階 

電話 03-5764-0693  FAX 03-5764-0711 



     年   月分  給水施設の衛生管理記録 

（１）毎日実施   蛇口の水（色・濁り・臭い・味）のチェック 

      毎週実施   残留塩素濃度の測定（単位 mg/ℓ ）         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  判 定  異状なし ○    異状あり ×    残留塩素濃度の結果は数値を記入（基準 0.1mg/ℓ 以上） 

（２）毎月実施   給水施設の点検                                       （３）特 記 事 項 
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点 検 日（      月      日）    点 検 者（                    ） 

 受水槽 高置水槽 

周
囲 整理整頓され清潔な状態である 良  ・  不良 良  ・  不良 

マ
ン
ホ
ー
ル 

破損がなく、密閉状態である 良  ・  不良 良  ・  不良 

施錠している 良  ・  不良 良  ・  不良 

槽 

内 

部 

水に濁りがない 良  ・  不良 良  ・  不良 

さび・沈物・異物がない 良  ・  不良 良  ・  不良 

ボールタップが水没していない 良  ・  不良 良  ・  不良 

槽 

外 

部 

防虫網が破損していない 
（通気管・オーバーフロー管） 良  ・  不良 良  ・  不良 

汚染されるような開口部や亀裂が
ない 良  ・  不良 良  ・  不良 

 

  水槽の定期清掃・水質検査・点検時の不良箇所の改善など給水管理に関する 
  重要事項を記入します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名： 

所在地： 

（別紙 1） 

（測定場所                            ） 

（測定場所                           ） 

 



 

検査を行う区域に大田区が含まれる国土交通大臣及び環境大臣 登録検査機関一覧 

 

令和７年 4月７日現在 

検 査 機 関 名 連  絡  先 

公益財団法人日本建築衛生管理教育セン

ター 

東京都港区三田一丁目４番２８号  

電話 ０３－５７６５－０５０５ 

一般財団法人日本文化用品安全試験所 東京都墨田区本所四丁目 22 番 7 号 

電話 ０３－３８２９－２５１ 2 

一般財団法人北里環境科学センター 神奈川県相模原市南区北里一丁目１５番１号 

電話 ０４２-７７８－９２０８ 

一般社団法人埼玉県環境検査研究協会 埼玉県さいたま市大宮区上小町１４５０番地１１ 

電話 ０４８-６４９－５１１５ 

一般財団法人千葉県薬剤師会検査センタ

ー 

千葉県千葉市中央区中央港一丁目 12 番 11 号 

   電話 ０４３－２０３－１０６６ 

一般社団法人東京都食品衛生協会 東京都板橋区徳丸一丁目 19 番 10 号 

電話 ０３－３９３４－５８２４ 

一般社団法人神奈川県保健協会 

    

神奈川県横浜市中区山下町２２４番地 1 

電話 ０４５－６６１－０９７５ 

一般財団法人東京顕微鏡院 東京都立川市高松町一丁目 100 番 38 号 

電話 ０４２－５２５－３１８６ 

日本理化サービス株式会社 東京都江戸川区鹿骨一丁目 61 番 5 号 

Casa Primavera101 

電話 ０３－６８９２－０５０５ 

日東化学工業株式会社 福岡県北九州市小倉南区徳吉東四丁目９番１号 

電話 093－451－2711 

株式会社 MIZUKEN 東京都江東区毛利一丁目 19 番 10 号 

 江問忠錦糸町ビル６階  

電話 072－224－3532 

株式会社江東微生物研究所 

 

東京都江戸川区西小岩五丁目 18 番 6 号 

   電話 ０３－３６７１―５９４１ 

東京環境衛生株式会社 東京都渋谷区広尾五丁目 19 番 14 号 

卯月ビル 10 階 

電話 ０３－３４４２－４６００ 

株式会社ケイ・エス分析センター 大阪府富田林市錦織南二丁目 9 番 2 号 

電話 0721-20-5611 

株式会社科学技術開発センター 長野県長野市大字北長池字南長池境 2058 番地 3 

電話 ０２６－２６３－２０１０ 



株式会社環境技研 東京都板橋区板橋四丁目 12 番 17 号 

電話 ０３－３９６２－１７７１ 

株式会社日本分析 

 

東京都板橋区志村一丁目 15 番 14 号 

   電話 ０３－５９１４－４４３１ 

株式会社駿河環境検査センター 静岡県静岡市駿河区中島 960 番地の 1 

電話０５４－２６０－６６２８ 

株式会社環境計量センター 静岡県静岡市駿河区下川原一丁目15番15号 

電話０５４－２６６－７２００ 

株式会社 HER 東京都千代田区神田小川町三丁目 2 番 2 号天心舘ビル 103 

電話 ０３－５８０９―９０７５ 

内藤環境管理株式会社 埼玉県さいたま市南区大字太田窪 2051 番地 2 

   電話 ０１２０－０１－２５９０ 

株式会社貯水評価研究所 埼玉県川口市長蔵一丁目８番５号エンリッチ FⅢ３０３ 

電話 ０９０－２５８６－７８２６ 

株式会社総合環境分析 神奈川県横浜市緑区鴨居一丁目 13 番 2 号 

   電話 ０４５－９２９－００３３ 

（最新の情報は国土交通省及び環境省ホームページでご確認ください。） 

関係法令抜粋 
水道法 第三十四条の二  
簡易専用水道の設置者は、国土交通省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。 

２ 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、国土交通省令(簡易専用水道により供給さ

れる水の水質の検査に関する事項については、環境省令)の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機

関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。 

 

水道法 第五十四条  
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 

八 第三十四条の二第二項の規定に違反した者 

 

水道法施行規則 第五十五条 （管理基準） 
法第三十四条の二第一項に規定する国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 

一 水槽の掃除を毎年一回以上定期に行うこと。 

二 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。 

三 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基

準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。 

四 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水

を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。 

 

水道法施行規則 第五十六条 （検査）  
法第三十四条の二第二項の規定による検査は、毎年一回以上定期に行うものとする。 

２ 検査の方法その他必要な事項については、国土交通大臣(簡易専用水道により供給される水の水質の検査

に関する事項については、環境大臣)が定めるところによるものとする。 

 

大田区水道法施行規則 第８条 （簡易専用水道の届出） 

簡易専用水道の設置者が、当該水道の給水を開始したときの届出は、別記第８号様式による。 

２ 簡易専用水道の設置者が、当該水道の届出事項を変更し、又は廃止したときの届出は、別記第９号様式

による。 
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